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申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 

保健福祉部 高齢介護課 

許認可等の内容 日常生活用具レンタル料助成申請及び請求に対する決定 

根拠法令等及び条項 
栃木市日常生活用具レンタル料助成事業実施要綱第２条、第３条、第４

条及び第５条 

標

準

処

理

期

間 

根拠条項 栃木市日常生活用具レンタル料助成事業実施要綱第５条第３項 

設定等年月日 
平成２２年 ３月２９日設定 

平成  年  月  日最終変更 

標準処理期間 
申請：未設定 

請求：請求書を受領した日の属する月の翌月末日まで 

審

査

基

準 

根拠条項 
栃木市日常生活用具レンタル料助成事業実施要綱第２条、第４条及び第

５条 

参考事項  

設定等年月日 
平成２２年 ３月２９日設定 

平成  年  月  日最終変更 

【 基 準 】 

１ 助成を受けられる者 

市内に住所を有する在宅の６５歳以上の者で、市長が必要と認める者。ただし、介

護保険法(平成９年法律第１２３号)に定める居宅介護サービス費又は同法第５３条第

１項に定める居宅支援サービス費の支給を受けられる者及び身体障害者福祉法（昭和

２４年法律第２８３号）に定める用具の給付措置により、指定用具の給付を受けられ

る者を除く。 

 

２ 助成申請 

助成を受けようとする者は、レンタルの開始日から起算して３０日以内に栃木市日

常生活用具レンタル料助成申請書に指定用具レンタルに関する指定居宅サービス事業

者との契約書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。 

 

３ 助成請求 

交付決定を受けた者は、栃木市日常生活用具レンタル料補助金交付請求書に指定用

具レンタル料に係る領収書を添えて、市長に提出しなければならない。日常生活用具

レンタル料助成の交付は、原則として口座振替により行う。また、助成金の請求を受

けたときは、請求書を受領した日の属する月の翌月末日までに助成金を交付するもの

とする。 

 

  


